
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーブルに装着可能なノイズ吸収装置用ケースであって、第１のケース部材と、第２の
ケース部材とを含み、
　前記第１のケース部材は、

第１のコア収納部と、 第１のスプリング部とを
含み、
　前記第１のスプリング部は、前記第１のコア収納部の底部から、ケーブル案内方向と直
交する幅方向に立ち上がり、ケーブル案内方向に一致する長さ方向

延びていて、長さ寸法が幅寸法よりも大きくなっており、
　前記第２のケース部材は、

第２のコア収納部と、 第２のスプリング部とを
含み、
　前記第２のスプリング部は、前記第２のコア収納部の底部から、ケーブル案内方向と直
交する幅方向に立ち上がり、ケーブル案内方向に一致する長さ方向

延びていて、長さ寸法が幅寸法よりも大きくなっており、
　前記第１及び第２のスプリング部はそれぞれ、前記コア収納部の内側に

と共に、前記長さ方向に沿って延びるスリット
を有し、且つ、前記スリットの外側には、対応する前記コア収納部が存在せず開

放されて
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側壁（１０１、１０２）及びケーブル導入壁（１１０、１２
０）を有する 前記側壁と一体的につながる

でみて前記底部の全長
に亙って

側壁（３０１、３０２）及びケーブル導入壁（３１０、３２
０）を有する 前記側壁と一体的につながる

でみて前記底部の全長
に亙って

向けた膨らみに
より得られる最突出部を有する （１０５、
３０５）

おり、



ノイズ吸収装置用ケース。
【請求項２】
　 記載されたノイズ吸収装置用ケースであって、
　前記第１のスプリング部は、前記幅方向に沿って延びる少なくとも１つのスリットを有
しており、
　前記第２のスプリング部は、前記幅方向に沿って延びる少なくとも１つのスリットを有
する
ノイズ吸収装置用ケース。
【請求項３】
　 記載されたノイズ吸収装置用ケースであって、
　前記第１及び第２のケース部材は、ヒンジ機構によって、それぞれ、開閉可能に接続さ
れている
ノイズ吸収装置用ケース。
【請求項４】
　 記載されたノイズ吸収装置用ケースであって、
　前記第１及び第２のケース部材は、掛止機構によって、着脱可能に接続されている
ノイズ吸収装置用ケース。
【請求項５】
　ケースと、第１の半割り状フェライトコア部材と、第２の半割り状フェライトコア部材
とを含むノイズ吸収装置であって、
　前記ケースは、 の何れかに記載されたものでなり、
　前記第１の半割り状フェライトコア部材は、前記第１のコア収納部に収納され、
　前記第２の半割り状フェライトコア部材は、前記第２のコア収納部に収納されている
ノイズ吸収装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ノイズ吸収装置用ケース、及び、このケースを用いたノイズ吸収装置に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
ノイズ除去のため、電子装置のケーブルに装着されるノイズ吸収装置は、通常、フェライ
トコア部材と、合成樹脂製ケースを含んでいる。ケースは２つのケース部材からなり、ケ
ース部材にはフェライトコア部材を半分だけ覆うコア収納部が設けられる。フェライトコ
ア部材としては、電子装置に接続されたケーブルに対する装着を容易にするため、一般に
、２つの半割り状フェライトコア部材が用いられる。
【０００３】
半割り状フェライトコア部材を用いた場合において、ノイズ除去作用を高めるためには、
半割り状フェライトコア部材の接合面を互に密着させ、より完全な磁気回路を構成しなけ
ればならない。その手段として、ケースの弾力性を用いて密着させることは、従来よりよ
く知られている。
【０００４】
例えば、実公平７－３６７７号公報及び米国特許第６，１４４，２７７号明細書は、２つ
のケース部材のコア収納部に、スプリング部またはスプリング部材を設け、このスプリン
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　前記最突出部は、前記幅方向の中央に位置しており、且つ、前記長さ方向でみて前記ス
プリング部の全長に亙って延びており、
　前記スリットは、前記最突出部に設けられており、且つ、前記長さ方向でみて該最突出
部の全長に亙って延びており、
　前記最突出部及び前記スリットの前記長さ方向の両端部は、前記ケーブル導入壁から離
隔している、

請求項１に

請求項１又は２に

請求項１又は２に

請求項１乃至４



グ部またはスプリング部材の押圧力によって、２つの半割り状フェライトコア部材を密着
させるノイズ吸収装置を開示している。
【０００５】
しかし、従来のノイズ吸収装置では、半割り状フェライトコア部材の一部をを、スプリン
グで押す構造であって、半割り状フェライトコア部材の全長のうちの一部にのみ押圧力を
印加する構造であったために、２つの半割り状フェライトコア部材の密着度を、その全長
にわたって均一化することができなかった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、半割り状フェライトコア部材の接合面を、その全長にわたって、ほぼ完
全に密着させ得るノイズ吸収装置用ケースを提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記課題を達成するため、本発明に係るノイズ吸収装置用ケースは、第１のケース部材と
、第２のケース部材とを含む。
【０００８】
ケーブルに装着可能なノイズ吸収装置用ケースであって、第１のケース部材と、第２のケ
ース部材とを含む。前記第１のケース部材は、第１のコア収納部と、第１のスプリング部
とを含む。前記第１のスプリング部は、前記第１のコア収納部の底部から、ケーブル案内
方向と直交する幅方向に立ち上がり、長さ方向に沿って延び、長さ寸法が幅寸法よりも大
きくなっている。
【０００９】
前記第２のケース部材は、第２のコア収納部と、第２のスプリング部とを含む。前記第２
のスプリング部は、前記第２のコア収納部の底部から、ケーブル案内方向と直交する幅方
向に立ち上がり、ケーブル案内方向に一致する長さ方向に沿って延び、長さ寸法が幅寸法
よりも大きくなっている。
【００１０】
本発明に係るケースを用いてノイズ吸収装置を構成するには、第１のケース部材の第１の
コア収納部に第１の半割り状フェライトコア部材を収納し、第２のケース部材の第２のコ
ア収納部に第２の半割り状フェライトコアを収納する。
【００１１】
そして、このノイズ吸収装置をケーブルに装着する。ケーブルに装着された状態では、第
１のケース部材及び第２のケース部材が互いに結合されて、閉じられる。
【００１２】
この場合、第１のケース部材の第１のスプリング部は、第１のコア収納部の底部から、ケ
ーブル案内方向と直交する幅方向に立ち上がり、長さ方向に沿って延びていて、長さ寸法
が幅寸法よりも大きくなっているから、第１のコア収納部の内部に挿入された第１の半割
り状フェライトコア部材に対して、そのほぼ全長にわたって、第１のスプリング部が接触
する。第２のケース部材でも同様であり、第２の半割り状フェライトコア部材に対して、
そのほぼ全長にわたって第２のスプリング部が接触する。
【００１３】
従って、２つのケース部材を閉じたとき、２つの半割り状フェライトコア部材に対して、
その全長にわたって、第１及び第２のスプリング部による均一な押圧力を加わえ、２つの
半割り状フェライトコア部材の接合面間を、長さ方向の全長にわたって、均一に密着させ
、高効率の磁気回路を構成し、ノイズ吸収特性を向上させることができる。
【００１４】
また、本発明に係るノイズ吸収装置用ケースにおいて、スプリング部はケース部材と一体
化、同体化されているから、ケース部材と同時に成形でき、ノイズ吸収装置の全体的な製
作コストを削減することができる。
【００１５】
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更に、本発明に係るスプリング部は、ケース部材と一体化、同体化されているから、ケー
ス部材から独立するスプリング部材を組み込む場合と異なって、製造工程、組立工程が簡
単になる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
図１は本発明に係るケースの斜視図、図２は図１に図示したケースの平面図、図３は図２
の３－３線に沿った断面図、図４は図２の４－４線に沿った断面図、図５は図２の５－５
線に沿った断面図である。図示されたノイズ吸収装置用ケースは、第１のケース部材１と
、第２のケース部材３とを含む。第１及び第２のケース部材１、３は合成樹脂製である。
第１のケース部材１は一面側が開口する第１のコア収納部１０を有し、第２のケース部材
３も一面側が開口する第２のコア収納部３０を有する。
【００１７】
第１のコア収納部１０は第１のケーブル導入壁１１０と第１の側壁１０１により構成され
ている。第１のケーブル導入壁１１０は、矢印Ｘで示す長さ方向において、第２のケーブ
ル導入壁１２０に対向する。第１の側壁１０１は、矢印Ｙで示す幅方向において、第２の
側壁１０２と対向する。
【００１８】
第２のコア収納部３０は、第３のケーブル導入壁３１０と第３の側壁３０１とにより構成
されている。第３のケーブル導入壁３１０は、長さ方向Ｘにおいて、第４のケーブル導入
壁３２０と対向する。第３の側壁３０１は、矢印Ｙで示す幅方向において、第４の側壁３
０２と対向する。長さ方向Ｘはノイズ吸収装置用ケースが取り付けられるケーブルの延び
る方向に一致する。幅方向Ｙは長さ方向Ｘと直交する。
【００１９】
第１のケーブル導入壁１１０には、第１のケーブル導入孔１１５が設けられ、第２のケー
ブル導入壁１２０には第２のケーブル導入孔１２５が設けられている。第３のケーブル導
入壁３１０には、第３のケーブル導入孔３１５が設けられ、第４のケーブル導入壁３２０
には第４のケーブル導入孔３２５が設けられている。
【００２０】
また、第１のケーブル導入孔１１５と第２のケーブル導入孔１２５には、第１のケーブル
押え片６１が設けられ、第３のケーブル導入孔３１５と第４のケーブル導入孔３２５にも
、第２のケーブル押え片６２が設けられる。第１及び第２のケーブル押え片６１、６２は
、ノイズ吸収装置がケーブル上で長さ方向Ｘへ動くのを阻止する役割を果す。
【００２１】
第１のコア収納部１０には、更に、コア保持部５１が設けられ、第２のコア収納部３０に
もコア保持部５２が設けられる。第１及び第２のコア保持部５１、５２は、第１及び第２
のコア収納部１０、３０において、半割り状フェライトコア部材を保持する役割をする。
【００２２】
第１及び第２のコア保持部５１、５２の形状、配置及び数は図示には限定されない。第１
及び第２のコア保持部５１、５２は、例えば、第１乃至第４のケーブル導入壁１１０乃至
３２０に設けられてもよい。第１及び第２のコア保持部５１、５２は、第１及び第２のコ
ア収納部１０、３０の壁面から立ち上がっている。
【００２３】
本実施例におけるノイズ吸収装置用ケースには、更に掛止機構が設けられている。掛止機
構は、第１の掛止部４１と第２の掛止部４２とで構成される。第１及び第２の掛止部４１
、４２は、第１及び第２のケース部材１、３を着脱する役割をする。第１の掛止部４１は
第１のケース部材１に設けられ、第２の掛止部４２は第２のケース部材３に設けられる。
【００２４】
更に、第１及び第２のケース部材１、３は、第１及び第２のヒンジ部２１、２２によって
相互に接続されている。本実施例において、第１及び第２のヒンジ部２１、２２は、第１
のケース部材１の第２の側壁１０２及び第２のケース部材３の第４の側壁３０２と一体化
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されている。
【００２５】
本発明に係るノイズ吸収装置用ケースの重要な特徴は、第１及び第２のケース部材３１、
３の第１及び第２のコア収納部１０、３０に、第１及び第２のスプリング部１００、３０
０が設けられている点にある。
【００２６】
第１のスプリング部１００は、第１のコア収納部１０の底部から、ケーブル案内方向と直
交する幅方向Ｙに、湾曲しながら立ち上がり、長さ方向Ｘに沿って延る。この場合、第１
のスプリング部１００は、長さ寸法Ｌ１が幅寸法Ｗ１よりも大きくなる。
【００２７】
第２のスプリング部３００は、第２のコア収納部３０の底部から、ケーブル案内方向と直
交する幅方向Ｙに、湾曲しながら立ち上がり、ケーブル案内方向に一致する長さ方向Ｘに
沿って延びる。第２のスプリング部３００も、長さ寸法Ｌ２が幅寸法Ｗ２よりも大きくな
っている。
【００２８】
本発明に係るノイズ吸収装置用ケースにおいて、第１及び第２のスプリング部１００、３
００は、第１及び第２のケース部材１、３と一体化されているから、第１及び第２のケー
ス部材１、３と同一の製造工程で形成される。このため、ノイズ吸収装置の全体的な製造
コストを低減できる。
【００２９】
図６は本発明に係るノイズ吸収装置の平面図、図７は図６の７－７線に沿った断面図、図
８は図６の８－８線に沿った断面図、図９は図６の９－９線に沿った断面図である。
【００３０】
図示されたノイズ吸収装置は、図１乃至図５に図示されたケースと、半割り状フェライト
コア部材７０と、第２の半割り状フェライトコア部材８０とを含んでいる。第１のケース
部材１及び第２のケース部材３は、第１の半割り状フェライトコア部材７０と、第２の半
割り状フェライトコア部材８０とをそれぞれ保持する。
【００３１】
第１の半割り状フェライトコア部材７０には、第１の接合面７１、第２の接合面７２及び
第１の底部平面７７が設けられている。第１及び第２の接合面７１、７２は第１のケーブ
ル導入溝部７５によって区画されている。第１の底部平面７７は第１のケーブル導入溝部
７５と対向する反対側の外面に位置する。第１及び第２の接合面７１、７２と第１のケー
ブル導入溝部７５及び第１の底部平面７７は長さ方向Ｘに延びる。
【００３２】
第２の半割り状フェライトコア部材８０には、第３の接合面８１、第４の接合面８２及び
第２の底部平面８７が設けられている。第３及び第４の接合面８１、８２は第２のケーブ
ル導入溝部８５によって区画されている。第２の底部平面８７は第２のケーブル導入溝部
８５に対向する。
【００３３】
第１の半割り状フェライトコア部材７０には、更に、第１のコア保持凹部７６が設けられ
、第２の半割り状フェライトコア部材８０には第２のコア保持凹部８６が設けられる。第
１及び第２のコア保持凹部７６、８６は、第１及び第２のコア収納部１０、３０に設けら
れた第１及び第２のコア保持部５１、５２に合致する。
【００３４】
第１及び第２の半割り状フェライトコア部材７０、８０が第１及び第２のコア収納部１０
、３０各々に挿入されたとき、第１及び第２のコア保持部５１、５２が、第１及び第２の
コア保持凹部７６、８６に掛け止められ、第１及び第２の半割り状フェライトコア部材７
０、８０が第１及び第２のケース部材１、３の第１及び第２のコア収納部１０、３０内に
保持される。
【００３５】
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第１のコア収納部１０内に挿入された第１の半割り状フェライトコア部材７０は、第１の
底部平面７７が、長さ方向Ｘの全長にわたって、第１のスプリング部１００と接触する。
同様に、第２のコア収納部３０内に挿入された第２の半割り状フェライトコア部材８０は
、第２の底部平面８７が、長さ方向Ｘの全長にわたって、第２のスプリング部３００と接
触する。その結果、第１及び第２の半割り状フェライトコア部材７０、８０は、長さ方向
Ｘの全長に渡って、第１及び第２のスプリング部１００、３００による押圧力を受けるこ
とになる。
【００３６】
上述した構造によれば、第１及び第２の半割り状フェライトコア部材７０、８０を組み込
んだノイズ吸収装置の状態で、第１のケース部材１及び第２のケース部材３を閉じたとき
、第１及び第２の半割り状フェライトコア部材７０、８０の第１乃至第４の接合面７１乃
至８２が、第１及び第２のスプリング部１００、３００による押圧力を受け、長さ方向Ｘ
の全長において、均一に密着し、高効率の磁気回路が構成され、ノイズ吸収特性が向上す
ることになる。
【００３７】
図１０はケーブルに本発明に係るノイズ吸収装置を取り付ける状態を説明する平面図、図
１１は図１０の１１－１１線に沿った断面図、図１２は図１０、１１に図示したノイズ吸
収装置をケーブルに掛止められた場合の断面図である。
【００３８】
ケーブル１５０はまず第１及び第２のケーブル導入溝部７５、８５の一方に取り付けられ
、次にノイズ吸収装置は図１１に示す矢印ａ１方向に閉じられ、ケーブル１５０に装着さ
れる。
【００３９】
図１２に示すように、ノイズ吸収装置がケーブル１５０に掛止められると、第１及び第２
のスプリング部１００、３００は、第１及び第２のコア収納部１０、３０に収納されてい
る第１及び第２の半割り状フェライトコア部材７０、８０によって外方向に押される。
【００４０】
第１及び第２のスプリング部１００、３００は、第１及び第２のコア収納部１０、３０の
底部から、幅方向Ｙに、湾曲しながら立ち上がり、長さ方向Ｘに沿って延るから、第１及
び第２のスプリング部１００、３００の表面が、第１及び第２の半割り状フェライトコア
部材７０、８０の底面の全長にわたって接触し、第１及び第２の半割り状フェライトコア
部材７０、８０の全長にわたり、均一に、押圧力を加える。
【００４１】
このため、第１の半割り状フェライトコア部材７０の第１及び第２の接合面７１、７２、
及び、第２の半割り状フェライトコア部材８０の第３及び第４の接合面８１、８２が、長
さ方向Ｘの全長にわたって、均一に密着し、高効率の磁気回路が構成される。
【００４２】
図１３は本発明に係るノイズ吸収装置用ケースの更に別の実施例を示す断面図である。こ
の実施例の特徴は、長さ方向Ｘに沿って延びる第１及び第２のスリット１０５、３０５が
設けられていることである。第１のスリット１０５の両側には、第１の分割スプリング部
１０３及び１０４があり、第２のスリット３０５の両側には第２の分割スプリング部３０
３及び３０４がある。
【００４３】
図１４は本発明に係るノイズ吸収装置用ケースの更に別の実施例に関する断面図である。
この実施例の特徴は、長さ方向Ｘに沿って延びる第１及び第２のスリット１０５、３０５
が設けられること、及び、第１の分割スプリング部１０３及び１０４と、第２の分割スプ
リング部３０３及び３０４とが立ち上がる方向が図１３に示す方向とは異なることである
。
【００４４】
図１５は本発明に係るノイズ吸収装置用ケースの更に別の実施例を示す断面図である。こ
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の実施例の特徴は、長さ方向Ｘに沿って延びる第１及び第２のスリット１０５、３０５が
設けられていること、及び、第１のスリット１０５は第１のコア収納部１０の第２の側壁
１０２付近に設けられ、第２のスリット３０５も第２のコア収納部３０の第３の側壁３０
１付近に設けられていることである。
【００４５】
図１６は本発明に係るノイズ吸収装置用ケースの更に別の実施例を示す断面図である。こ
の実施例の特徴は、幅方向Ｙに沿って延びる第１及び第２のスリット１０９が設けられ、
その両側に第１の分割スプリング部１０６及び第２のスプリング部１０７が生じているこ
とである。
【００４６】
図１７は本発明に係るノイズ吸収装置用ケースの更に別の実施例を示す断面図である。こ
の実施例の特徴は、幅方向Ｙに沿って延びる第１のスリット１０９、及び、第２のスリッ
ト１０９が設けられていること、及び、第１のスリット１０９、及び、第２のスリット１
０９によって分割された分割スプリング部１０６～１０８を有することである。
【００４７】
図１８は本発明に係るノイズ吸収装置用ケースの更に別の実施例を示す斜視図、図１９は
図１８に示したノイズ吸収装置用ケースの平面図、図２０は図１９の２０－２０線に沿っ
た断面図、図２１は図１９の２１－２１線に沿った断面図、図２２は図１９の２２－２２
線に沿った断面図である。図において、図１～図１７に現れた構成部分と同一の構成部分
については同一の参照符号を付し、重複説明はできるだけ省略する。
【００４８】
図示されたノイズ吸収装置用ケースにおいて、第１のケース部材１は、第１のコア収納部
１０、第１の連結部１１及び第２の連結部１２で構成される。第１のコア収納部１０は第
１のケーブル導入壁１１０と第２のケーブル導入壁１２０との間に設けられる。第１の連
結部１１は第１のケーブル導入壁１１０と第１のコア収納部１０との間に設けられる。第
２の連結部１２は第２のケーブル導入壁１２０と第１のコア収納部１０との間に設けられ
る。
【００４９】
第１のコア収納部１０の第１及び第２の側壁１０１、１０２は厚みｔ１を有する。第１及
び第２の連結部１１、１２の第１及び第２の側壁１０１、１０２は厚みｔ２を有する。厚
みｔ１は厚みｔ２より薄い。
【００５０】
第２のケース部材３は、第２のコア収納部３０、第３の連結部３１及び第４の連結部３２
を含む。第２のコア収納部３０は第３のケーブル導入壁３１０と、第４のケーブル導入壁
３２０との間に設けられる。第３の連結部３１は第３のケーブル導入壁３１０と第２のコ
ア収納部３０との間に設けられる。第４の連結部３２は第４のケーブル導入壁３２０と第
２のコア収納部３０との間に設けられる。
【００５１】
第２のコア収納部３０の第３及び第４の側壁３０１、３０２は厚みｔ３を有する。第３及
び第４の連結部３１、３２の第３及び第４の側壁３０１、３０２は厚みｔ４を有する。厚
みｔ３は厚みｔ４より薄い。
【００５２】
図１８～図２２に示した実施例の場合、第１及び第２のコア収納部１０、３０の側壁厚み
ｔ１、ｔ３を薄くしてあるから、全体形状を小径化できる。
【００５３】
第１のケース部材１の第１及び第２の連結部１１、１２は、第１のコア収納部１０の外部
に設置される。同様に、第２のケース部材３に設けられる第３及び第４の連結部３１、３
２は第２のコア収納部３０の外部に設置される。従って、第１及び第２のコア収納部１０
、３０の外径に影響を与えることなく、第１及び第２の連結部１１、１２における第１及
び第２の側壁１０１、１０２の厚みｔ２、及び、第３及び第４の連結部３１、３２におけ
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る第３及び第４の側壁３０１、３０２の厚みｔ４を厚くすることができる。
【００５４】
従って、掛止機構及びヒンジ機構を、第１及び第２の連結部１１、１２の第１、及び、第
２の側壁１０１、１０２、更に、第３及び第４の連結部３１、３２の第３及び第４の側壁
３０１、３０２に設け、十分な機械的強度のある掛止機構及びヒンジ機構を実現できる。
【００５５】
図１８～図２２に図示されたケースも、第１及び第２のスプリング部１００、３００を有
する。この第１及び第２のスプリング部１００、３００は、図１～図４の実施例と同じで
あるので、重複説明は省略する。
【００５６】
図２３は図１８～図２２に図したケースを用いたノイズ吸収装置の平面図、図２４は図２
３の２４－２４線に沿った断面図、図２５は図２３の２５－２５線に沿った断面図、図２
６は図２３に示したノイズ吸収装置の閉じた状態を示す断面図である。
【００５７】
第１及び第２の半割り状フェライトコア部材７０、８０が、第１及び第２のコア収納部１
０、３０に挿入された場合、第１の半割り状フェライトコア部材７０の第１の底部平面７
７には、長さ方向Ｘの全長にわたって第１のスプリング部１００が接触する。同様に、第
２の半割り状フェライトコア部材８０の第２の底部平面８７には、長さ方向Ｘの全長にわ
たって、第２のスプリング部３００が線状に接触する。
【００５８】
従って、第１のケース部材１及び第２のケース部材３を閉じたとき、第１及び第２の半割
り状フェライトコア部材７０、８０の第１乃至第４の接合面７１乃至８２が、長さ方向Ｘ
の全長にわたって、第１及び第２のスプリング部１００、３００による均一な押圧力を受
け、長さ方向Ｘの全長にわたって、均一に密着し、高効率の磁気回路が構成される。
【００５９】
説明は省略するが、図１８～図２６の実施例においても、図１３乃至図１７を参照して説
明したスリット構造の適用が可能であることは言うまでもない。
【００６０】
【発明の効果】
本発明によれば、半割り状フェライトコア部材の接合面を、その全長にわたって、ほぼ完
全に密着させ得るノイズ吸収装置用ケースを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るケースの斜視図である。
【図２】図１に示したケースの平面図である。
【図３】図２の３－３線に沿った断面図である。
【図４】図２の４－４線に沿った断面図である。
【図５】図２の５－５線に沿った断面図である。
【図６】本発明に係るノイズ吸収装置の平面図である。
【図７】図６の７－７線に沿った断面図である。
【図８】図６の８－８線に沿った断面図である。
【図９】図６の９－９線に沿った断面図である。
【図１０】本発明に係るノイズ吸収装置をケーブルとの関係を示す平面図である。
【図１１】図１０の１１－１１線に沿った断面図である。
【図１２】本発明に係るノイズ吸収装置をケーブルに掛止めた状態の断面図である。
【図１３】本発明に係るノイズ吸収装置用ケースの更に別の実施例の断面図である。
【図１４】本発明に係るノイズ吸収装置用ケースの更に別の実施例の断面図である。
【図１５】本発明に係るノイズ吸収装置用ケースの更に別の実施例の断面図である。
【図１６】本発明に係るノイズ吸収装置用ケースの更に別の実施例の断面図である。
【図１７】本発明に係るノイズ吸収装置用ケースの更に別の実施例の断面図である。
【図１８】本発明に係るノイズ吸収装置用ケースの更に別の実施例の斜視図である。
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【図１９】図１８に示したノイズ吸収装置用ケースの平面図である。
【図２０】図１９の２０－２０線に沿った断面図である。
【図２１】図１９の２１－２１線に沿った断面図である。
【図２２】図１９の２２－２２線に沿った断面図である。
【図２３】本発明に係るノイズ吸収装置の更に別の実施例の平面図である。
【図２４】図２３の２４－２４線に沿った断面図である。
【図２５】図２３の２５－２５線に沿った断面図である。
【図２６】図２３に示したノイズ吸収装置の閉じた状態を示す断面図である。
【符号の説明】
１　　　　　　　第１のケース部材
１０　　　　　　第１のコア収納部
１００　　　　　第１のスプリング部
３　　　　　　　第２のケース部材
３０　　　　　　第２のコア収納部
３００　　　　　第２のスプリング部
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】
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